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議案第８３号  

 

 

 

   飛騨市家畜診療所設置条例の一部を改正する条例について  

 

 

 

 飛騨市家畜診療所設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

 

 

 

     令和７年６月１０日提出  

 

 

                      飛騨市長  都 竹  淳 也  

 

 

提案理由  

 受精卵採卵に関する分掌業務規定の追加及び金額の変更に伴う改正  
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飛驒市家畜診療所設置条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 飛驒市家畜診療所設置条例（令和２年飛驒市条例第25号）の一部を次のように改

正する。 

 

 

 

 第４条第４号中「移植」の次に「及び採卵」を加える。 

 

 別表受精卵採卵の項中「20,000円（薬代別途）」を「55,000円」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

 資 料  
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飛騨市家畜診療所設置条例新旧対照表            （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

第１条～第３条 略 

（分掌業務） 

第４条 略 

⑴～⑶ 略 

⑷ 家畜受精卵移植    に関すること。 

⑸ 略 

第５条～第７条 略 

附 則 略 

別表（第６条関係） 

区分 金額 

診察費の項～受精卵移植の項 略 

受精卵採卵 １回につき 20,000円（薬代別途） 

注射の項～検査料の項 略 
 

第１条～第３条 略 

（分掌業務） 

第４条 略 

⑴～⑶ 略 

⑷ 家畜受精卵移植及び採卵に関すること。 

⑸ 略 

第５条～第７条 略 

附 則 略 

別表（第６条関係） 

区分 金額 

診察費の項～受精卵移植の項 略 

受精卵採卵 １回につき 55,000円       

注射の項～検査料の項 略 
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条例関係議案要旨 

議 案 名 飛騨市家畜診療所設置条例の一部を改正する条例について 

担 当 部 農林部 

提案理由 受精卵採卵に関する分掌業務規定の追加及び金額の変更に伴う改正 

制定改廃 

の根拠等 

市独自の改正 

条 例 の 

概 要 

【改正の趣旨及び内容】 

 ⑴ 家畜診療所の分掌業務として受精卵の採卵に関する規定の追加 

 飛騨市家畜診療所は、令和７年度より獣医師４名による診療体制

となることから、獣医師不足のため平成24年度より休止していた受

精卵採卵業務を再開するため、受精卵の採卵に関する規定を追加す

る。 

（第４条関係） 

⑵ 受精卵採卵料の変更 

受精卵の採卵業務を再開するにあたり、飛騨地域にて同業務を手

掛ける民間事業者への影響を考慮し、料金を民間事業者と同水準に

変更するもの。 

（別表関係） 

市民への 

影 響 等 

飛騨市家畜診療所が受精卵の採卵業務を再開することで、依頼先が複

数となり、市内畜産農家の利便性が向上する。 

施 行 日 公布の日 

備 考  

 


